
第１　職員の任免及び職員数に関する状況

１　職員の採用・退職者の状況
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２　昇任試験の実施状況(令和４年度）

人 人 ％

定年退職 勧奨退職 普通退職 その他 計

令和５年度　武蔵村山市人事行政の運営等の状況の公表

　市役所の人事行政について、透明性を高め、より一層適正なものとし、市民の皆様のご理解をいただくた
め、職員の任免、職員数、給与、勤務条件等、人事行政の運営等の状況を公表しています。
　市ホームページにも掲載していますので、併せてご覧ください。
　問い合わせは、市役所職員課(☎内線３４４）、職員数の状況については企画政策課（☎内線３７４）へ。

Ⅰ　人事行政の運営の状況

区　　　分 採用者数
退　　職　　者　　数

22

令和３年度 21 9 1 11 6 27

令和２年度 14 10 2 4 6

19

令和元年度 14 19 0 7 3 29

平成３０年度 13 11 0 4 4

区　　　分 受験者 合格者 合格率

主任職昇任試験 27 10 37.0

29令和４年度 19 8 2 7 12



３　職員数の状況

（１）  部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）　　　　　　　　　　　（単位：人）

　　　　　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職員数（人）
対前年
増減数

主な増減理由

令和４年 令和５年

税　務 33 32 -1 欠員

総　務 106 111 5 休職者の増加等

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 6 6 0

民　生 74 73 -1

- -

農林水産 3 3 0

欠員

衛　生 30 26 -4 業務減等

労　働 -

教育部門 56 57 1 業務増

小計 354 353 -1

合計 393 391 -2

計 298 296 -2

商　工 5 5 0

土　木 41 40 -1 退職

その他 34 33 -1 欠員

公
営
企
業
等

会
計
部
門

下水道 5 5 0

小計 39 38 -1

※人口１万人当たり職員数＝約５６．０１人（令和５年）

職員総数 401 399 -2

一部事務組合派遣 8 8 0



（２）　年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）

（注）　構成比は、小数点以下第２位を四捨五入した数値です。

（３）　部門別職員数等の推移（各年４月１日現在）

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

第２　人事評価の状況
１　昇給への人事評価の活用状況

２　勤勉手当への人事評価の活用状況

区　　　　分
20歳

未満

20歳
～

23歳

24歳
～

27歳

28歳
～

31歳

32歳
～

35歳

令和5年
職員数(人) 2 18 34 41

60歳

以上
計

36歳
～

39歳

40歳
～

43歳

44歳
～

47歳

48歳
～

51歳

52歳
～

55歳

56歳
～

59歳

10.5 12.8

27 25 391

6.4 100.0

50 48 26 27 40 53

平成30年
(5年前)

職員数(人) 0 19 28 59

構成比(％) 0.0 4.9 7.2

12.3 6.6 6.9 10.2 13.6 6.9構成比(％) 0.5 4.6 8.7

15.1 9.2 5.1 7.9 14.6 12.1

50 12 39036 20 31 57 47 31

7.9 12.8 3.1 100.0

- － － - -

296

教　　育 55 56 57 56 56 57

一般行政 296 297 297 296 298

0.3%

一部事務
組合派遣

7 8 8 8 8 8 +1 14.3%

- 1 -2.6%

合　　計 390 390 392 391 393 391 +1

公営企業
等会計計

39 37 38 39 39 38

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員

　⑴　人事評価を活用している ○ ○

399 +2 0.5%総 合 計 397 398 400 399 401

　⑵　人事評価を活用していない

活用予定時期

○

上位、標準の成績率 〇

活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

上位、標準、下位の区分 ○ ○

○

上位、標準の成績率 〇

活用している成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率

上位、標準、下位の成績率 〇 ○

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員

　⑴　人事評価を活用している 〇 〇

　⑵　人事評価を活用していない

活用予定時期

令和
5年

過去5年間の
増減数（率）

+0 0.0%

-

+2 0.6%

　　　　年度
部門別

平成
30年

平成
31年

令和
2 年

令和
3年

令和
4年

（単位：人）

353普通会計計 351 353 354 352 354

+2 3.6%

消　　防 -



第３　職員の給与の状況

1　総括

（１）　人件費の状況（令和４年度普通会計決算）

Ａ Ｂ

人

（注）人件費には市職員、会計年度任用職員、市長等の給与や議員、教育委員会委員、農業委員会委員等の非常勤特別職の報酬が

　　　含まれています。

（２）　職員給与費の状況（令和４年度普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）職員手当に退職手当は含んでいません。

（３）　ラスパイレス指数の状況

（注） １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を

　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

千円 千円 千円

71,296 31,459,490 833,437 3,865,247

住民基本台帳人口
（５.1.1）

歳　出　額 実質収支 人　件　費 人件費率
令和３年度の

人件費率Ｂ/Ａ

354 1,132,078 344,117 502,305 1,978,500

12.3% 12.0%

職員数　Ａ
(4.4.1現在)

給　　　　与　　　　費 １人当たり給与費
　B/A給　　　料 職員手当 期末・勤勉手当 　 　 　計　  　Ｂ

5,589

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）

（２）　職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円

円

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（注）

１　「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合
計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、　比較のため、
国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

区　　　　　分 武蔵村山市 東京都 国

区　　分
一般行政職

平均年齢

東京都 42.4 316,277 451,385 398,074

国 42.7 323,711 - 405,049

平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

武蔵村山市 41.8

円

区　　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数３０年

一般行政職

大学卒
＊

総合職  189,700

一般職　185,200

高校卒 152,200 円 152,200 円 154,600

一般行政職

大学卒 187,900 円 187,900 円

１　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は採用後の年数をいい、中途採用の場合は前歴
  年数を一定の基準により換算した年数に採用後の年数を加えたものです。
２　諸手当は含まれていません。
３　＊の欄は該当する職員がいないため、標準的な職員の給料額としました。
４　昇給・昇格の関係から高校卒が大学卒の平均給料月額を上回る場合があります。

263,922 372,425 404,100

高校卒
＊ ＊

214,700 263,567 417,250

297,971 407,161 354,700



３　一般行政職の級別職員数の状況

一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

（注） １　武蔵村山市職員の給与に関する条例に基づく給料表の職務の級区分による職員数です。

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

258,100 円 455,000 円

５級 課長補佐・係長の職務 72 人 23.8 ％

494,000 円 494,000 円

６級 課長・担当課長の職務 37 人 12.3 ％

７級 部長・担当部長の職務 11 人 3.6 ％

202,600 円 362,500 円

３級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事・技
師の職務

70 人 23.2 ％

205,700 円 415,100 円

４級 主任の職務 68 人 22.5 ％

148,300 円 278,400 円

１級 事務助手の職務 0 人 0 ％

166,900 円 324,300 円

２級 主事・技師の職務 44 人 14.6 ％

141,100 円 262,600 円

0%
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令和５年度の構成比 令和４年度の構成比 ５年前の構成比

7級
3.6%

7級
3.4%

7級
3.6%

6級
12.3%

6級
12.8%

6級
10.9%

5級
23.8%

5級
23.9%

5級
25.5%

4級
22.5%

4級
22.2%

4級
28.8%

3級
23.2%

3級
24.9%

3級
20.9%

2級
14.6%

2級
12.8%

2級
10.3%



４　職員の手当の状況

（１）　期末手当・勤勉手当の支給割合（令和４年度）

（注）

（２）　退職手当の状況（令和５年４月１日現在）

（３）　地域手当の状況（令和５年４月１日現在）

千円

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

支給割合
2.40月分

（1.35月分）
2.15月分

（1.05月分）
2.40月分

（1.35月分）
2.15月分

（1.05月分）
2.40月分

（1.35月分）

区分
武蔵村山市 東京都 国

期末手当 勤勉手当

区分
武蔵村山市 国

自己都合・勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

2.00月分
（0.95月分）

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

有 有 有

一般職員の例。（　）内は、再任用職員の支給割合です。

月分 47.709 月分

最高限度 43.00 月分 47.709 月分 47.709 月分

全地域 10％

その他の加算措置
定年前早期退職特例措置

（2%～20%加算）
定年前早期退職特例措置

（2%～45%加算）

※令和４年度に退職した職員１人当たりの平均支給額は、15,454千円です。

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率）

支
給
率

勤続２０年 23.00 月分 19.6695 月分

勤続３５年 43.00 月分 39.7575

24.586875 月分

勤続２５年 30.50 月分 28.0395 月分 33.27075 月分

東京都の制度（支給率）
支給実績

（令和4年度普通会計決算）

本市の地域　3％ 本市の地域　20％ 121,910



（４）　特殊勤務手当の状況（令和４年度）
千円

種類

（５）　時間外勤務手当の状況

滞納整理手当

市税の収納を担当する
部署に所属し、納付期限
等を経過した市税（国民
健康保険税を含む。）又
は税外収入の滞納整理
として、捜索の事務に直
接従事した職員

督促状指定期限を経過した
市税等の徴収事務
不動産及び動産の差押処分
事務

支給実績（令和４年度普通会計決算） 124,608 千円

災害出動手当
災害時に現場に出動した
職員

災害救助法が発動されたと
き、又は災害対策本部が設
置されたときにおいて、現場
に出動して従事する作業

区分 令和４年度

危険薬物取扱手当
危険薬物等を取り扱う作
業に従事した職員

危険薬物によるそ族、害虫駆
除、除草作業
危険薬物による消毒作業
予防接種におけるワクチン取
扱作業

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

　支給実績（令和４年度普通会計決算） 362

日額　200円

日額　1,500円

危険薬物取扱作業　日額500円

ワクチン取扱作業　　日額300円

感染症患者等の処理作業
　　　　　　日額又は１勤務　　　700円
伝染病菌を有する家畜等の処理作業
　　　　　　　　　　　　　　　　日額　500円

行旅病人に関する業務
　　　　　　　　　　　　１件　3,000円

行旅死亡人に関する業務
　　　　　　　　　　　　１件　5,000円

１件　5,000円

左記職員に対する支給単価

日額　300円

在宅死亡人取扱手当
在宅死亡人の処理に従
事した福祉事務所職員

福祉業務の中で発見した在
宅死亡人の処理業務

福祉事務現業手当
福祉事務所に勤務する
職員

生活保護法、身体障害者福
祉法、児童福祉法、知的障害
者福祉法、老人福祉法又は
障害者自立支援法に定める
業務を行うための家庭訪問
等の事務

感染症等作業手当
感染症患者の救護等に
従事した職員

感染症患者等の救護、病原
体の付着した物件の処理作
業
伝染病菌を有する家畜等の
防疫作業

行旅病人及び
死亡人取扱手当

行旅病人の救護等に従
事した職員

行旅病人の救護及び施設等
への収容業務
行旅死亡人の処理業務

職員1人当たり支給年額 千円352

支給実績

8千円

0千円

0千円

0千円

60千円

201千円

0千円



（６）　その他の手当の状況（令和４年４月１日現在）

５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

円

円

円

第４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

１　正規の勤務時間（令和５年４月１日現在）

○交通機関利用者　１か月当たり支給限度額
55,000円

○交通用具使用者　月額2,000円～31,600円

20,024千円

管理職手当
○部長職　月額90,300円
○課長職　月額67,800円
              （再任用の場合は月額47,900円）

区分 給料・報酬月額 期末手当支給割合
退　　職　　手　　当

（算定方式） （１期の手当額）

職務に応じて定められた額 44,318千円

住居手当
○管理職を除く年度末年齢35歳未満で、月額15,000 円
以上の家賃を支払っている世帯主等　15,000円

通勤手当

○交通機関利用者　原則６か月定期券額
（１か月当たり支給限度額55,000円）
○交通用具使用者　交通用具の使用距離に応じた定額
月額3,800円～17,400円

○自ら居住するための住宅を借り受け、月額
   16,000円を超える家賃を支払っている職員
 　支給限度額28,000円

7,280千円

手当名 支給単価

扶養手当

○部長職を除く扶養親族のある職員
　①配偶者　6,000円（課長職は3,000円）
　②子　　　　9,000円
　③配偶者以外の扶養親族　各6,000円（課長職は3,000
円）
　④16～22歳の子　4,000円加算

議　長
報
酬

505,000
（令和４年度支給割合）

4.65月分
副議長 458,000

　740,000円×在職年数×3 8,880,000

教育長 691,000 　691,000円×在職年数×2.5 5,182,500

（支給時期）

市　長
給
料

853,000
（令和４年度支給割合）

4.55月分

　853,000円×在職年数×4 13,648,000

任期毎副市長 740,000

　一般職の職員の勤務時間は、原則として、次のとおり休憩時間を除き１日７時間４５分勤務で、月曜日から金曜日までの５日間勤務していま
す。なお、職務の性質により、勤務時間が異なる部署があります。

１週間の正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

３８時間４５分 午前８時３０分 午後５時１５分 正午から６０分間

議　員 435,000

（注） 　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期勤めた場合における退職手当の見込額
です。

国の支給単価
支給実績

（令和４年度普通会計決算）

○扶養親族のある職員
　①配偶者　6,500円
　②子　　　　10,000円
　③配偶者以外の扶養親族　各6,500円
　④16～22歳の子　5,000円加算

23,856千円



２　休暇等
（１）　休暇の種類（令和５年４月１日現在）

名　　　称 概　　　　　　　　　要 付与日数等

年次休暇 心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るための休暇
一の年度において20日（残日数は20日を限度とし
て翌年度に繰り越すことができる。）

生理日の休暇 生理日の勤務が著しく困難な女性職員へ与える休暇 職員が請求した日数

出生サポート休暇 不妊治療に係る通院等のための休暇
一の年度において５日以内（体外受精又は顕微授
精に係るものである場合は１０日）

官公署への出頭
裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体
の議会その他の官公署へ出頭する場合の休暇

必要と認められる日又は時間

育児時間
生後１年３か月に達しない生児を育てる職員に対する生児を育てるた
めの休暇

１日２回、それぞれ４５分

病気休暇 疾病又は負傷のため療養する必要がある場合に与える休暇 90日を限度

公民権の行使
選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務を執行する
ための休暇

必要と認められる時間

育児参加休暇
職員の妻が出産する場合に、当該出産に係る子又は小学校就学の
始期に達するまでの子を養育するための休暇

一の年度において５日以内

子の看護休暇
９歳に達するまでの子を養育する職員が、その子を看護するため又
はその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)に予防接種
若しくは健康診断を受けさせるための休暇

一の年度において５日以内（養育する子が複数の
場合は１０日）

妊娠中の女性職員
の通勤緩和

職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に
支障を及ぼす場合の休暇

勤務時間の始めと終わりに、１日について１時間以
内

妊娠症状対応休暇
妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する症状のため勤務が困難な場
合の休暇

１回の妊娠につき2回まで、合計10日以内

産前産後の休暇 産前産後の休養として与える休暇 １６週間（多胎妊娠の場合は２３週間）

母子保健休暇
妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法に基づく保健
指導又は健康診査を受けるための休暇

妊娠２３週までは４週間、妊娠２４週から３５週まで
は２週間、妊娠３６週から出産までは１週間に１回
産後１年までに１回

介護休暇
要介護者（配偶者・父母・子・配偶者の父母その他規則で定める者
で、疾病、負傷又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活
に支障があるもの）の介護のための休暇

連続する６月の期間内において必要な期間（連続
する６月の期間経過後でも、更に２回まで通算180
日を限度として取得可能。）（休暇中は無給）

短期の介護休暇

要介護者（配偶者・父母・子・配偶者の父母その他規則で定める者
で、疾病、負傷又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活
に支障があるもの）の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供
を受けるために必要な手続の代行及びその他の必要な世話を行うた
めの休暇

一の年度において５日以内（要介護者が複数の場
合は１０日）

結婚休暇 結婚に伴う行事のための休暇 連続する７日以内

妻の出産休暇 妻が出産する場合で、出産に伴う入院の付添い等のための休暇 ２日以内

忌引休暇 親族が死亡した場合の休暇 死亡した親族との関係により10日から１日まで

父母の祭日休暇 父母の祭日に祭祀（死亡後15年以内に限る。）を行う場合の休暇 １日

組合休暇
任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務に従事する場合
の休暇

職員団体の業務に従事した期間（一の年度におい
て30日以内・休暇中は無給）

夏期休暇 夏期における職員の心身の健康維持及び増進のための休暇 ７月から９月までの間で５日以内

ボランティア休暇 職員がボランティア活動を行う場合に与える休暇 一の年度において５日以内

介護時間
要介護者（配偶者・父母・子・配偶者の父母その他規則で定める者
で、疾病、負傷又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活
に支障があるもの）の介護のための休暇

１日の勤務時間のうち、３０分を単位とし、連続する
２時間を超えない範囲（休暇中は無給）

永年勤続休暇 長期にわたり勤続した職員の健康維持及び元気回復のための休暇
勤続年数
　10年＝連続２日以内
　20・30年＝連続３日以内



（２）　年次休暇の取得状況（令和４年度）

日 日 人 日 %

第５　休業に関する状況

育児休業の取得状況（令和４年度）

人 人

第６　職員の分限及び懲戒処分の状況

１　分限処分の状況（令和４年度）

人 人 人 人 人

（注）

２　懲戒処分の状況（令和４年度）

人 人 人 人 人

第７　職員の服務の状況

14,276

　地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、職員が任命権者の承認を得て、3歳に満たない子を養育するために勤務しないことができ
る制度として、育児休業（期間中全部勤務しない。）と部分休業（期間中1日を通じて2時間以内で勤務時間の始め又は終わりに勤務しない。）が
あります（休業中は無給となります。）。

総付与日数

0 0 0

　地方公務員法第30条では、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて
これに専念しなければならない。」と規定されています。
　職員が、職務の遂行に当たって守るべき義務は次のとおりです。

　懲戒処分は、地方公務員法第２９条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義
務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。

免職 停職 減給 戒告 計

1 0 68 0 69

休職には、心身の故障のため、長期の休養を要する者を含みます。また、休職の人数は、延べ人数（処分件数）です。

育児休業取得者数 部分休業取得者数

7 2

　分限処分は、地方公務員法第２８条の規定により、公務能率を維持することを目的として、職員がその職責を十分に果たすことができない一
定の事由がある場合に、職員の意に反して行う処分です。

免職 降任 休職 降給 計

争議行為の禁止
　職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をしてはならない。また、このような違法的行為を企て、又はその遂
行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。

営利企業等の従事制限 　職員は、任命権者の許可を得なければ、営利を目的とする企業等に従事してはならない。

平均取得日数

5,373

対象職員数

399

平均取得日数

13.5

取得率

37.7

秘密を守る義務 　職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後も同様である。

職務に専念する義務
　職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、地方公共団体がなすべ
き責を有する職務にのみ従事しなければならない。

政治的行為の制限
　職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員になってはならず、又これら
の団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

区　　　分 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

法令等及び上司の職務
上の命令に従う義務

　職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従
わなければならない。

信用失墜行為の禁止 　職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

0 0



第８　退職管理の状況

第９　職員の研修の状況

　
職員の研修の状況（令和４年度）

庁内研修

派遣研修（東京都市町村職員研修所）

派遣研修（東京都職員研修所）

派遣研修（東京都市町村職員共済組合）

派遣研修（その他）

第１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

１　東京都市町村職員共済組合事業

組合員の退職、障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う。

２　福利厚生事業

３　職員の健康保持・衛生管理の状況（令和４年度）

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人

４　公務災害補償の状況（令和４年度）
区　　　　分 発生件数

公務災害 ４件

通勤災害 １件

婦人科健診（子宮がん） 60 臨床心理士によるこころの健康相談 15

結核レントゲン 299

定期健康診断 304 VDT健診 47

婦人科健診（乳がん） 62 大腸がん検診 86

261

※一部事業の受診者数には会計年度任用職員等を含む。

生活習慣病検診 194

胃検診 22

腰痛・頚肩腕健診 20

産業医によるこころとからだの健康相談 28

ストレスチェック

人間ドック

事業概要 市職員の福利厚生事業を行う悠和会に対し、市職員厚生事業交付金を交付し、悠和会を通じて福利厚生事業を実施している。

事　　業　　名 受診者数 事　　業　　名 受診者数

事　業　名 内　　　　　　　　　　　容

短期給付事業 組合員とその家族の病気、けが、出産、死亡、休業又は災害に対して、必要な給付を行う。

長期給付事業

福祉事業 組合員とその家族の健康教育などの健康の保持増進事業、保養施設の運営、貯金事業、貸付事業などを行う。

15種類 619
新任職員研修、一般職員研修、主任研修、係長研修、メンタルヘルス研修、管理者研修(人事評価)、管理職

候補者研修、係長職候補者研修、普通救命講習会、運転者講習会、安全運転講習、クレーム対応研修、マ

イナンバー研修、審理員研修、コンプライアンス研修

76種類 236人

職層別研修、講師養成研修、法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、専門職研修、技術職研修、実務
研修、特別研修、各種講演会・各種スポット研修等、登壇講師派遣

法律研修

ライフプランセミナー

市町村アカデミー管理職特別セミナー「自治体経営の課題」等

　地方公務員法第３８条の２の規定により、退職後に営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関して、現職職員への働きかけ
を禁止しています。
　令和元年度末で退職した課長職以上の職員で、営利企業等に再就職した元職員はおりません。

研　　修　　名 実施種別

122

受講者数



第１　勤務条件に関する措置の要求の状況

第２　不利益処分に関する審査請求の状況

第３　職員の苦情処理の状況

令和３年度からの継続案件 令和４年度要求事案数 完結件数 令和５年度継続件数

０件 ０件 ０件 ０件

令和３年度からの継続案件 令和４年度要求事案数 完結件数 令和５年度継続件数

０件 ０件 ０件 ０件

Ⅱ　公平委員会の業務状況の報告

令和３年度からの継続案件 令和４年度要求事案数 完結件数 令和５年度継続件数

０件 ０件 ０件 ０件


